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め 叫 も 輝 贼 规 丨釋 J 風1

1860年代におけるイギリス労働運動と  .

力 * ^  労 働 組 合 総 評 _ 会 の 成 立 に つ い て 〔2 〕

一 一 1 8 6 7 年 の 第 2 次 選 挙 法 改 正 を め ぐ っ て

'  飯 . 田 鼎

1 • . . . . : 、' ■ ;.:.ノ.メ:丨
( 1) • 1 8 4 8 年 と 1 8 6 7 年

(2) I 8 6 0 年 代 に お け る 労 働 組 合 運 動 と 政 治 改 革 運 動 の 相 関

. ⑶ 第 2 次選挙法改正の背景 •~ ー 全国改革連盟と全国改苹同盟  , 丨:
.へ ' ' パ . .  . . . ，. : . . . . パ  ' : . :丨

ノ ' , . . .  ( 1 )  . ' .

1 8 6 7 年 め 第 2 次 選 举 法 改 正 は ，， イ ギ リ ス 議 会 政 治 史 に お い て 特 異 な 地 位 を 占 め て い る 。1832 年 丨

の第 1 次選挙法改正が，中産階級にたいして，はじめて参政権を与えたものであり，イ ギ リ ス 産 業 ‘；；

革 命 の 歴 史 的 な 総 括 と し て の 重 要 な 意 味 を 担 う と す れ ば ,( 〕1 8 6 7 年 の 選 挙 法 改 正 は , 1 8 8 4 年 の 第 3  i丨丨

次 選 挙 法 改 正 に お け る 農 業 労 働 者 お よ び 鉱 山 労 働 者 に 対 す る 選 挙 権 の 賦 与 と め 中 間 に 位 し ， そ の 後 . ’ ;；

に 来 る 1 9 1 8 年 ， 第 1 次 世 界 大 戦 後 の 選 挙 法 改 正 に よ る 婦 人 参 政 権 の 承 認 ， こ れ に つ づ く 1 9 2 8 年  ヌ '

の 平 等 選 挙 法 に よ る 婦 人 参 政 権 の 制 限 の 除 去 に よ る 国 民 平 等 の 普 通 選 挙 権 制 度 の 実 現 と い う 歴 史 的

な 過 程 へ の 途 を 大 き く 開 い た も の と し て 注 目 さ れ な け れ ば な ら な い 。 し か し な が ら 1 8 6 ブ 年 め 茁 要 . ;；i

性 は ， た ん に イ ギ リ ス 議 会 政 治 史 の 面 で の 重 要 性 に ど ど ま ら ず ， 少 し ぐ 視 野 を 拡 げ て ， こ の 6 7 年 ；J

を 中 心 と す る 数 年 を 観 る な ら ば ， ヨ ー ロ ッ パ 世 界 に と っ て も ， 1 8 4 8 年 の 革 命 の 時 期 に 優 る と も 劣 ら  ' ， 丨I

ぬ ほ と の 意 義 を も つ 時 期 と し て 把 え ら れ な け れ ば な ら な い 6 た し か に 4 8 年 は , 4 7 年 I'こ ウ ィ “ ン ；rM

勃発した取引所恐慌がヨーロッパ全体f c 波及し, 経済的恐慌が政治的危機と一致することによづて， 七

. . : - ~ _
注 （1 ) 1832年 の 選 举 法 改 正 の 意 義 を ， た ん に ひ と つ の 政 治 過 程 と し て 理 解 す る の で は な く ， 政 治 過 程 と 経 済 過 程 と  「

の 関 迪 に お い て 把 え た も の と し で ， 佐 藤 明 r イ ギ リ ス 産 業 革 命 の ;!涛 造 j  . (1肪 9 年 ， ミ ネ .ル ヴ ア 書 房 ）：)パ 大 変 冇 益 ：. . k J  
で あ る 4 す な わ ち 著 者 は ， ⑴ と o 1832 年 の 選 挙 法 © 性 格 匕 つ い て ， 新 選 拳 法 が は た し て そ の 機 構 上 ， 中 座 階 級 . ハ  

の 選 挙 に 通 説 を 支 え う る ほ ど の 充 分 な 力 を 与 え る こ と が で き た か 否 か 。 . こ の 点 が 現 在 で は 問 題 点 と な っ て いる 。 ' ； 

つ ま り ， 議 員 の 出 身 階 鉍 は 不 間 に 附 し て ， 中 産 階 鉍 の 選 挙 力 に よ っ て 遠 出 さ れ た 議 員 が 下 院 を 動 力 Vし う る ほ ど に  ! I
パ 強 力 で あ り う る か 否 か ， し の 点 か 間 題 な の で あ る と き れ ， ⑵ ウ イ ツ グ と ト ” リ ー と い う ニ 党 派 の 改 革 運 動 史 丨 こ の ■： ；h. |  

理 解 に つ い て は ， 従 来 の よ う に ， ウ イ ツ グ = 産 業 資 本 家 の 党 ， ト 一 リ ー = 地 主 の 党 と い う よ う な i j i純 な 理 解 で は  卜 |
な く ， ト ー リ ー も ク イ ツ グ も と も に 強 力 な 地 主 の 陪 級 政 党 で は な か っ た か と い う 問 題 意 識 に 立 ち ，最 後 に ⑶ 1 830 , r ’ I
平 代 の 時 点 に お い て ， G ♦ D • H . コ ー ル の 見 解 で あ る 産 樂 资 本 家 と 分 働 者 の 同 盟 関 係 に つ い て ふ れ , と れ を 批 判 ’ ；!
し つ '9 ， 改 革 逝 動 に お い て ， 産 業 資 本 家 と 労 働 沓 と が ， 染 し て ど れ ほ ど の 有 効 な 同 盟 関 係 を 結 び え た か を 分 析 し  ‘ |
て い る （同 書 ， 1 1 8 萁 以 下 ) • 1 8 6 7 年 の 第 2 次 選 举 法 改 芷 の 場 合 に お い て も ，以 上 の よ $ な 祝 角 は ，き わ め て 机 袈 ブ '  , ；I
ぁ る ,。. '  ' . ■ I

.一 . . . .  ■ . -  レ
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フランス2 月举命， ドイツ3 月本命をひきおこし，その影響は，オーストリア，ポーランド，ロシ 

アおよびイタリアにも波及し，ヨーロッパの代表的知識人としてのミル（山s. Mill) とカール•マ 

ルクス（Karl M a r x )に深甚な影響を与えたことは紛れもない歴史的な事実である。チャーティスト 

運動が，こうした 4 8 年のヨーロッパ革命における一翼を形成するものであることはいうまでもな 

いが，このような牝年の革命を頂点とする革命的な激動の世界史的意義を強調し，さらにその後に 

おける資本主義の繁栄を評価することはもちろん正しい。それは古典的)^ブルジョア革命としての 

プランス革命を歴史的に完成するものであったからである。だが，またそのことによって，60年代 

のもつ，全世界史的意義が，ともすれば軽視され，あるいはほとんど無視されている傾向は，科学 

的な態度とは必す’ しも云えないように思う。このような傾向を助長するものとして,すでに指摘し 

たように， P. E n g e lsのヴィクトリア時代における労働運動の「冬眠時代j , 「労働貴族」 の形成 

.といフ規定をそのまま無条件に愛けいれる傾向が一般的であるが，この場合，E n g e l sの前提は，

イギリスー国を問題にしていることが重要であり，その限りにおいては妥当しているのであるが， 

すでに 6 4 年の第 1 インターナショナルの成立にみられるように， この 6 0 年代をして， 国際的 

力:関連を絶ちきって，ィギリスー国だけに限矩することは，6 0年代を論ずるのに，その前後すなわ 

ち 5 0 年代並びに70年代との関速を絶ち切ると同じく無暴であり/  E n g 6 lsの生きた1 9世紀末期な 

らばV、さ知らず，今日の時点に立って考えるならば，E n g e l s以後の理論的.歴史的研究の成果を 

無視し，ひたすら巨匠の業績を受け売りするにとどまり，なんら科学的というこ.とはできないであ 

ろう。その意味では， まさしく， 「ヴィクトリア黄金時代j という使い古された言葉も，あるいは 

'「労働運動の冬眠時代」という，，云い憤らされ固定化した観念も， 今更めて， 新しい光のもとで問 

い直されなければならないのではなかろうか。 .
それでは1 8 6 0年代は，いかなる意味で1848年に優るとも劣らぬほどの年月であったのであろう 

か。4 8 年の革命のためには如年代の苦悶,まさしく  rみじめな3 0年代，飢餓の4 0年代」があり，

7 月本命があったように，6 0年代の前段階としては，—5 0年代のクリミア戦争があり，6 0年代に入 

れぱアメ .リカ南北戦学■かあった。そればかりか，6 3 年，ポーランド人民の帝制ロシアに対する平敢 

な，しかもはげしい独立闘学がョ一口ッパの労働者階級および進歩的な知識人に深知な衝盤を与え， 

第 1 インターナ、ンョナル成立の重要な契機となったことはすでに指摘したとおりである。これらを 

背景として，イタリアにも独立と絲一の運勒がガリバルディによっておしすすめられると.同時に， 

、ドイツ統一のためのフ。ロイセン•オースドリア戦争におけるプロイセンの勝利とこれにつづく普仏 

戦争とドイツ統一,.そしてパリ • コンミユーンの勃発，こうして全ョ 一口ッパ的な規模で拡大しつつ 

あった革命的状勢のなかで，第 2 次選挙法改正はなしとげられ，またイギリス労使関係に決定的な 

影響を与えたところの労働組合総評議会（T U C )の成立および7 1 年の労働組合法の制定が，まさ. .  
k しのような動古Lと々 ！■命の時期，イギリス資本主義の危機と切迫のなカゝでなされたことを忘れては

、ノ _  O一 I  一

、久 > xt f « ，ハj , びf s ベ .於:̂  识濟沿知も脅敕泛ぬr激な t热雜;'洗泣̂af教游

シフぐ;^.， 七战郝:城 叫 一 し —

‘  1860年代k：おけるイギリス労働運動と穷便関係 

ならなぃ。それはたんに，イギリス労働者階級の成長のしるしであっ•ただけでかく，イギリスを中 

心とするョーロッパの労働者階級の量的質的増大を物語るものであったのである。 そ の 意味で，ョ 

一口ッパの穸働者階級に深甚な影響を与えた南北戦争が，6 0 年代の議会改革運動にきわめて蜇喪な 

意義をもち労働運動と急進主義運動を結ぶ環となったことが注目されなければならなぃ。 '

これを要する^ : I 8 6 0 年代は，•ョーロッパの労働者階級のなかでももっとも先進的な地位をしめ 

るイギリス労働者階級が，真に独立的な勢力として，資 ^：の力に対決するところの社会的な存在と 

しこみ'ずから自見的に確j}忍し，また承{j忍された時期であり,,ぃわゆる労使関係なるものが制度的に確 

とすることによって，資本主義社会の矛盾としての自己の存在を明確に規定したところの時代であ 

る。その指標は，全国的職能別組合Q 各熟練職種における結成，労働市場の形成と労使関係のはじ 

まり，普通選举権擊得と団結権および団体交渉榷の法認，国内の労働組合連動と国際的労働運動と 

の結びつきなどであって， これらが相互にどのような関係に立つか，労働運動における政治と経済 

の問題，单命と改良の問ノ翅，戦孕の労働運動に及ぼす影響，労働貴族と一般労働者の矛盾，とうし 

た多彩な問題について考察することが是非必要となるであろう。

( 2 )  ’

イギリス労働者階級の政治的関心は，1860年代に入って以来，急速に昂まるに至ったのであるが,
その契機となったものは，何とぃっても 1 8 5 0年代にはじまる政治改革運動とこれに対する政府の 

反応であり，ぃまひ々っは’ 1861年にはじまった南北戦争の結果であったとぃってよぃ。もちろん，

根源的には，この時代の政治運動も，結局のところ 1 8 4 8年の 4 月のケソニングトン広場における 

チャ一ティスト運動の崩壊を起点とするのであるが，ともかく，この二つの事件の分析なしには，

1867年の第2 次選挙法改正の意義につぃてふれる重要な前提の吟味を怠ることになる。これらの2 
っの契機を念頭におぃて，チャーティスト連動の48年以後から5 0年代にっぃて簡単にふれるならば，

そ れは「小チャータ一j (“Little Charter”）と呼ばれる所帯主の選挙権獲得を目指すところのジョー 

ジ • ウィルソン（George W ilson )およびリチヤ一ド• コブデン（R丨chard Cobden) によって率いられ 

る尚由貿易主義者= 中産階級的な急進主義者の主張が，過激なチャーティストの意図と対抗する目 

的をもつ組織されたグループとしての「議会および財政改取協会」(National Parliamentary and Finan- 
cial Reform Association* .(以下 NPFRA.と略称）は，チャ一ティスト運動の息吹きも生々.しい4 9 年か 

ら 5 2 年の間に，早くも關争を組織したのであるが，それが激烈なチャーティズムにたぃするアン 

チ • テーゼとしての役割を担うものである限り，完全な男子普通選挙権ではなく，まざしく，都 市 所 ‘
带主の選举拖獲得の運動であっこの運動は , コブデンに代表されるところの自_ 質 易 論 者 と 合 ， . ,
注（2 ) この連動が，具体的にどういう目的をもって行なわれたかは，っぎの一節から明らかであろう。

r若干の_ 論ののち，国家安出の面での厳しぃ節約の必斟迚を公けにし,且っそれを確保するための唯一の手

"     O    ,
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同機械工組合に組織される熟練穷働者層との連合戦線であって，この両者の統一を可能ならしめた 

ものこそ，強大な地主（ト- リ- ) 勢力に対抗する中産階級（產業資本）と労働者階級の利害の一致 ' 
であったと思われる。こうした共通の利害の上にたってはじめて，ホィヅギズムC ^higgism )の_  
山主義への転換そしてさらに自由= 労働派への推進が可能とされたのである。本来, このNPF技A 
は，世帯主選挙権，無記名投票3 _ 毎の議会開催および財政改革を運動のスロ，ガンとして掲げた 

が， この場合， ひとつには， 1832年の第 1 次選挙法によってや冷改善をみたとはいうものの，依; 
然として根強い地主勢力の政治支配に対して闘うことに主力がおかれ，たと' えば, 選挙権資格が, 都: 
市における財産権および土地所有制度に堅く結びづけられており，財政政策の点からみても，徹底: 
的に地主本位め政策がみられ，その改善が急務とされたのである。一方これに対して，lg 5 i.年に成 

立した合同機械工組合は，51年の大争議の敗北を通じて，団体交渉権および争議權の確立について 

深刻な問題に突き当り，保守勢力の労働運動ベの反感• 偏見を体験ずるてとによって，労働者6 政 

治'^の関心め必要性が吏めて認識されるに至った。この政治改革のための組織の存在はきわめて短： 

期間にとどまったけれども，そこには実にさまざまな利害が錯綜していたことがわかる-。ずなわち> 
政治的改革の路線では基本的には一致しながらも，労働運動の面からするならば，資本= 賃労働と 

の対立関係では，中産階級との間にきがしい対抗関係をはらむわけであり，まして，中産階級的急 

■進主義港(middle-class radical) ' め要求がたんなる選挙制度の改変のみならず，財政政策をはじめと 

して，植民地改革，軍事改革，宗教上の改革，教育制度の改革，監獄の改善および出版法の改善な：
( 3 ) 、

どの広はんな問題を含んでいる以上，この組織がいずれは衰滅するのを避けることができながった
. •

段として, 下院の，改革の必要性を公けにする決議が採択された。 従ってこの目的を遂行し， 同類の団体と協力 

し， •つ地方における4 0 シリングの自山土地保有者の数を塯加させるためのよく組織された制度を，全国にわ 

たって促進し，地方，都市および都市選举区において，投票権者の登録をするために, 財政改革協会をつくる決議: 
が採祝されたのである j (The. Refjormers，Almanack and Political Year Book, 1850, p. 34.CG- D. H. Cole and A. 
W. Pilson, British Working Class Movements, Select Documents, 1789—1875, London, 1951, p. 412〕）。 労働！ 

齿階叙め要求とは別個のプル'：> ョア的な所帯主選举権連動であることがわかる。またその具体的な目瘭についで 

は，，つぎのような問題があった。 •
「公共の炱担の实質的な減少，その賦課の方法において何らかの良識のある改善は，下院が一般大衆の意見，欠 

.乏および利益のより忠_ な反映とされるまで起りえないということを確信して，要員会は, ’ 協会の手■段とエネル ':. 
.ギ一は，まず第一f c , .われわれの代議制度^*突質的な改善を逹成することにむけられるであろう。その改革は， 

つぎのような内容から成っている。

—1 ) 1 ヶ年間，■アパートあるいはアパートの一部を占有し，それによって，贫民の救済のたもに税金を課せち， 

れ， f cるいは課せられることを翅求した者については，何らかの法的な無能力者でない限り，•成年に達した 

者にたいして選举権洛として登録される権利を与•えるような選挙権の拡張9 
2 ) 無記名投票制め採川，3) 3 ヶ年問に議会の布続期問を制限，4 ) 遮举民にたいし，代表渚のより平等な配 

• 分をつぐり出すような選举地ぼの盤備における変化j (ibid.r p. 413), ,
以上のように炽瑣をかえりみず引JHしたのは，まさtヒ I867 年の第2 次選挙法は，ほとんどこの通りに実現し. 

ているからである。

注（3) Francis Elma Gillespie, Labour and Politics in England 1850—1867, 1966. New York, pp. 28—29.
— 4 - —  '
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1660年代におけるイギ！)ス労働運動と労使関係

-を く に 1 8 5 2年,.._総選举を加にして，.世带主選举を主張する中産階級.とチャーティ:ス■トの生き残り

として男子普通選挙権の要求を揭げ'ていたアーネスト •ジ台ーンズ（Ernest  Jon的）との間に対立

:がおこり，その組織は，次第に完全な統一体とては機能しえなくなったのであk i このとき☆同

機械工組合が , 最初の労働者代表としてゥィリアム • ニ ュ ー トンを立候補させたととはまことに

:画期的な意義をもっものであった:。明らかにこれは，男子普通選挙権の獲得とし、う政治上の権利に

かか：B る問題としてであるよりは,当時はげしく _ われてぃた合同機械工組合と機械産業雇川畓組

■合 (Association of Employers of Operative Engineers)との争_ にかんして，労働者の権利と経済的利

益の擁護，団体交渉権およぴ学議権の確立さらには主従法の撤廃および労働組合法の制定のような

きわめて広範囲にわたる労働問題の解決こそが，労働者階級にとって普通選挙権なぃしは世帶主選

举権獲得運動の内容を規定するものどして提示されたことを意味する。数千人の労働者の有抱盎を

もっ速合主国における第2 0 選举区タゥプー• ハムレット (Tower H am let)におぃてf ニュ一トノ

樣，すでに議席を占めていたウィリアム• クレイ卿 （Sir William C lay)およびジ3 一ジノタムスン

<George Thom pson)と対抗し，桃戦しなければならなかったが, ここでの競合関係こそ，まさしく

'ヴィ.クトリア時代における複雑にして微妙な社会階級関係と興味ある政治状況を見出すことができ

るのではなかろうか。すなわち，タムスンは過去2 5 年間に及ぶ政治的な妤望を果す上におぃて，

彼ほど労働者のよりよき友であった者はいなかったし,ぃうまでもなく議会のあらゆる機会をとら

えて，男子普通選挙権のすべてを支持するととを訴えっづけたのみでなく，反穀物法連盟において

もまた卓越した地位をしめていた。また, ぃまひとりの現議員ジョン•.クレイも急進主義者として

知られ , D • ヒュ— ムの議会改革案の支持者としてまた議会および財政改革協会のメンバ一として 
(6 ).

も知られてレ、た。議会改革運動に積極的な役割を果し，労輝)運動にも一定の認識をもっと考えられ 

るこの2 人めラディカル，いわゆるホイッグ左派に対抗して，労働組合主義者としてのニュートv  
が戦ぃを挑んだのは，事実上，ブギリスの社会を動かす勢力としての地位を築き上げた労働組合遝勋 

!の保障が，たんなる選挙権の獲得を基軸とする選挙制度の改正のみをもってしては到底達成しえら

;れなぃのみならず，急進主義者としてではあれ，彼らが友配階級.の一方の柱ともぃうべきホ イ ッグ

~ ； •一  ：~ ；~ :~~；-----： :----- ：~~:~ ：-------
注（4 ) ジョーンズは，1852年、People's P a p e rにめせた論文"D'ont d丨vide the Liberal Interest” のなかで，つぎ 

のようにのべてN P F R A を非難してぃる。「しかしながら，民主主義Q 義務は明白である—— すなわちそれは相 

争う派閥に関俦なく行動することなのだが一一っまりこれらのホイッグ党の#介人ともいうべき财政改准協会の 

者共に誘惑されなぃこ.とだ一— ぃま♦彼らの邪恶なしか..も萬興り的な性格は，自日のもとに明らか'"にされたから 

…である。彼らは云うか■もしれない。 自分らの目的は.トーリァをめ出すことだと。 うそをっけ！ 彼らの招的は 

.人说を閉め出すことなのだ/ 彼らはわれわれが知ってぃると同じように，• トー！；一主義の時代が過ぎ去ったとぃ 

うことを知っている一たがしかし，彼らは， ト— リ一に驚ぃてぃるふりをして，人々を行動させないように呼 

びもどそうと思うやた*」 (People's Papef, June 2 6 ,1852. John Savill, Ernest Jones： Chartist, Selections from 
tho Writings and Speeches of Ernest Jones with Introduction and Notes, London, 1952; p. 175)

( 5 ) Holyoake, Forty Years Recollections, p. 207.
< 6 )  Gillespie, ibid., pp. 102—103, ■.: ,

驗欢— 鮮激珊观，烟粒縱酿觸骑浓織織浓输織翁液 c 縱 i 纖爾鐵辦颜織钱徽随纖着織、鄕錄織^^^^^鱗髮鑛纖智^^瓶徽兹鱗傲 ^̂



1860年代におけるイギリス労働運動と勞使関係

であるという現実からすれば, 労働者階級にとっては選挙権の獲得，また急進派の侧からはその拡大 

という点では共通の地盤に立ちながら，別の面では階級的な矛盾と相剋とをはらんでいたことを物 

語っている。したがって，ヴィクトリア時代における「自由= 労働」め形成は，最初から，無原則: 
的な妥協として成り立ったのではなく，そこには一面においてほげしい対抗関係を含み-ながら，50 
年代から 6 0 年代における社会的 . 経済的あるいは政治的な諸事件を媒介として，一方において保 

守的 - 地主的政治権力体制に対する共同戦線の結成と，他方，労資関係における明瞭な対抗関係を 

背景として，，この両者の複雑な絡み合いのなかで形づくられたというこどが真相であろう。

以上のようにし’て全体どしてたかまる政治的改革の気運にたいして，1 8 5 4年ジョン•ラタセル 

(Lord Jbhn R u ssell)は，内閣提案として， 選挙法改正案を提案したが，これはまことに労働者階級 

お‘よぴ急進主義者を失望させるだけのものでしかなかった。それによれば, 有権者3 0 0人以下あるい 

は 5, 0 0 0人以下の住民め場合, その選挙区について全面的に選挙権を認めないこと，また5 0 0人の 

有権者あるいは 1 0 ,0 0 0人の住民より少ない定員 2 名め議席を有する都市選挙区については，部分 

的に選挙権を奪うというものであって, これによって再配分しうる6 6 議席をもって.，潭出議員の 

少いために, 大衆の民意を充分に反映しえない大都市の状勢をやや綾和しうるとすれば,ラッセル
1*7、

は，議員急進:主義者の支持をえることができると考えたのであったが，選挙権の取得資格が土地所 

有制度に固く結びつけられており，こcp面で本質的な変化はみちれなかったといって(よ8》い。これに 

たいして議会急準主義者は別とL てチャーティストははげしく反対し，クリミア戦争の勃発という • 

条件もあって，ラッセルはこの案を撤回しなければならなかったのである。

以上のように，5 0年代初頭の政治改革運動は，純粋にブルジョア急進主義者の運動にとどまって 

いたが，クリミア戦争Q 結 果と 1 8 5 8年恐慌が労働着階級に与えた破壊的な影響によって，そして 

それにつづくアメリ力南北戦孕によって,労働者階級がこの政治改革運動の進展に大きな推進力と 

'しての役割を担う■こ.ととなった.。■ジョセフ• コ.一ェ.ン （Josefh Cohen)を指導者と'してイングランド 

北巧海岸沿岸や製鉄工の組合が普通選挙権獲得に示した熱烈な感情を代表する「北方改革同盟j 
(Northern Reform U n ion )や 「北部ロソドン政治同盟」(North London Political Union) , 「ミヅドラン 

ト諸ナ1’丨改| 協会」（Midland Counties—Reform Association), 「全国改革協会」（National Reform .Associa- 
.tion) + そしてさらに1 8 6 1年には，.*'リーズ穷働者議会改本協会j (Leeds Working Men̂ s Parliamentary 
Reform Association)などの団体が建設され，その指導者は多く急進主義者であるとしても，折りか 

らはげしくなっでいた5 8 年恐慌のもたらす窮乏の結果，労働者階級の述動のたかまりと密接な関

:■注（7 )  S. Maccoby, English Radicalism, London, 1938, pp. 27-28,
( 8 )  「•このよ.うにして都市選举権は，その細•値を6 ポンドと評伽-できる土地♦家屋の所有潘に与えられ, 地力'選举

拖の場合は 1 0 ポンドに評価できる土地♦家屋の所有渚に与えられることになっ ていた。一方都市選举ぼにおい

ても地方選举区においても，多くの新選举資格制版は，技術的には家屋所有者ではな,くて間借人であったととろ

の数方人の人々f c 遝举権を与えることを約來したのである。……j (Maccoby, ibid., p. 28)
/ •  . .  o ,

18(30年代におけるイギリス労働運動と勞使関係 

係に立つに至った。㈤ 年’から 60 年にかけてめ建築エの大規模なストライキは，1850年か >̂ 6 0屯 

代にかけてのイギリス資本主義の内的矛盾の激化傾向を，きわめて明瞭に予言するものとなったの 

である。すなわちクリミア戦争によって暴露されたイギリス外交の反座と戦争がイギリス国民大 . 
衆に与えたはかりしれぬ被害，蛾死 • 戦傷者の増大，躇大な戦費, その結¥ としての物価騰貴は, 
一時停滞してぃた改革運動を復活させ，5 8 年から 5 9年恐慌によって，こうした改革運動が労働運 

動と結びつくとともに，逑築エの争議の勝利とぃう結末は，労働組合にたぃする産業資本家および 

支豳階級の間に, 異常に拡がった警戒の増大, 労働組合そのものの合法的存在にたいする疑惑，一 ‘ 方 

これにたぃして主従法撤廃や9 時間労働制を要求f る運動のたかまり，このようだ緊張関係のなか 

で，労働組合運動そのものの基盤を掘りぐずし，18况年以前の暗黒時代にこれをおしもどそうとす 

る！ フィールドの暴行」に象徴される陰謀！̂件，とうした現象の背後で,南北戦争がイギリ文労 

働者_ 級にはげしぃ影響を与え> 第 2 次選挙法が成立し，それらの総括としてT U C の成立の意義 

が毛名が, この場合, つぎめような理論的な整理が必要となる。1 )1 8 5 8 - 9 年恐慌とァメリガ南北 

戦争, 勿 60 年代# J頭からの労働連動めたかまり^ - 第 1 イシタ一ナショナルの連動と全国的職能別 

組合運動t の結びつき一と政治改革運動，3 )建築:!:のスト.ライキにみられる労使関係め形成とそ 

の労働市場における全国的統轄者としてのT U C の成立である。1 )はイギリス寶本主義6 矛盾とそ 

の世界市場との閨連の問題,⑵は労働運動における政治と経済の問風(3)は労使関係と労働南場^)問 

題である。この3 者が，18防年〜6 8年の 1 0年間に複雑な相互規定をみせながら現われたのであっ 

て，注目すべきことは，このような諸条件の複合的な組み合わせが可能i なり労働者階級/パとれら 

を自覚的に把えることによって，はじめてイギリス労働者階級め運動は，本格的に成立したとぃう 

ことができる。1848年以前の運動は，オーエンのグランド• ナシ ョナルにせよ，チャーティズムに 

ぜよ，あるぃはさかのぼって機械破壊運動にせよ,それらはそれぞれ革命的な労働運動であるとし 

ても，主体としての労働組合組織を夂いていた。また労働連動における政治的侧面と経済的側面と

わ

注（9 )  G. D. H. Cole, British Working Class Politxca, 1832-1914, 1950. p. 25.
(10) 「ここでわれわれは，決定的な点に到達する。ロシアとの戦參は，，イギリスの货族にとって，その統治独占 

拖を失うことと同意義である。イギリスの货族は, 1 830年以来，もっばら商工中間階級の利益になるように国内 

政策を遂行することを余儀なくされながらも，それにもかがわらず，•対外政策と艰隊との独占権を維持していた 

おかげで，政府のあらゆる部砮をその手に保ってきた。 しかし，この独占梅が確樊に維持されるのは， 国民戦 

争一 一 そして，国民戦争はロシアとのあいだのみ可能であった—— によって対外政策が国民の事業とならないあ 

いだに丨奴られていた。だから，1830年から1肪4年までのイギリスの外交全体は，どんな代価をはらってもロシア 

との戦争を冋避するという一つの原則に-盟約されるj (Marx/En^els, Werke, B d .10, S. 5 9 0 ,邦 訳 （大月版） 

5 9 7 -8  其) 4 、

' — - 7  -一™- .

芯̂^ :叙;^  が K ふム 如 '-K+’.N •>>；.

歡傲电與?_ 娜撕做鱗酸為记賤尬傲放敬織'驗ぞ廣綠雜與m 骑诗撕满歌嘯破

1

!う- M 
m!：1IIi



a点̂- ,rぬニ碟私孤忍取版驗〔球现贷爲纖游^

I860年代におけるイギリス労働連動と労使関係一

統轄もまたきわめて不充分であゥた。もしそうだとすれば, 1851年新型組合としてのA S E の成立 

をもってイギリス労働運動の画期とするのではなく，1如8 年を頂点とする60年代こそがイギリス労 

働運動にとって決定的に重要であったといわなければならない。そこでこれらの問題にっいて，っ 

ぎに考察しよう。 • '

ン 、 : : : / : ' / :  . . .ニ  J  ( 3 )  ' フ ’: : ' / , '
1861年の南北戦予，これにマづく 6 3 年のポーランドの民族独立闘争，そしてこれと密接な関連 

のもとでの64年第 1 インタ ー ナ シa ナルの成立という一連の事件は，イギリスを中心とするョ 一口 

ッパ資本主義の成熟が，まさしく 6 0 年代に至って開花したという事突と，これに対抗し,これを攻 

架すべき勢力どしての労働者階級の国_ 的な力の蓄積がまさにこの時期になされたことを物語って 

いる。 しかしそれは，資本主義の発展が自然にもたらしたものではなく，その内部的矛盾の激発が労 

働者階級の意識を昂め，その意識のたかまりが，逆に賛本主義の矛盾を促進するというよう.な相互関 

係 }"こあることはもちろんである。その意味で;6Q年代のイギリスにもっとも深刻な衝撃を与えたのは , 
7 メリカにおけるブルジョア革命ともいうべき南北戦争と，そのイギリス勞働者階級への影響であ 

ろう。南北戦争のイギリス資本主義への衝撃は, あらゆる方面において深刻なものがあったが，北 

巧肆業資本にたいするジョン • ブライトらの交援は， 労働者階級が奴隸制廃止を名分として南部と 

の闘争に起ち上ったリンガーンの政策をナ般に支持したにしても，南部支持者も少くなかったわけ 

で，労働者階級の政治改革にたいする姿勢にも微妙な影響を投ずることとなづた。すなわちこの戦 

兮に/こいする態度において労働者階級の戦列は二分され，北部速邦同盟（Federals)を支持ずる人々 

と南部同盟（Confederates)の支持者とめ分裂がはげしくなることによって，イギリス急禅车義の信 

条そのものp 妥当性が問われなければならなかった。このような労働者階級の南北戦爭にっいての 

見鮮.の分裂の.声底には, ：地主的支配と産業資本家のうち，.V、ずれが労働運動の主要な敵であるのか 

というン1 9 世紀イギリス労働運動に強くまっわりっいている問題が絡んでいたのであっ^ ，> 丁場法 

改正運動や殻物法撤廃連動をはじめ, チャーティスト運動においてさえ，産業資本と地主的支配と 

の双方の側からの労働者階級への懐柔策によって， p の争点はしばしば曖昧にされ，さらに, 1850 
年代の選挙法改正運動を通じてJ  • ブライトを中心とする自由質易派の活動を契機として再び現わ’ 
れ , そしてこの南北戦争に至って決定的な問題となったのである。しかも穀物法撤廃を実現し，產 

業資本の代弁者として自由貿易を主張するマンチュスター派が北部を支持するのは当然であ， こ 

れに対して，オーユン主義者およびチャ一ティズムの信奉者が圧倒的に南部を支持し，そcp結梁と . 
しで彼らは南部支持派としてのトーリー•デモクラットと一致するという奇妙な結來におちいった 

のである。 もちろん才一ェ'イ主義若もチャーティろ卜も，リンカーンの北部ァメリカ共和国に共感

I860年代におけるイギリス労働通動と労使関係

を示さなかったわけではなく，奴隸制に対する反対の態度は伝統的なものがあ匕ネこ。 しかしとのこ 

とがあまりにも単純イ匕してとらえられ/  6 0年代のイギリス労働者階級があげて北部を交持じたかの 

ょうに一義的に規宠し， 労働運動の背後にひそ'む複雑な階級状況や利害関心を無视するとすればそ 

れは科学的という:ことはできな.い。それは同時にすベてのチャー.ティス.トや才 一^•ン主義’者が，-南 

部支持を意味するも© ではなかったというととである。しかし彼らが一般に，ジャンタよりもはる 

かに尖鋭な階錄意識をもってV、たとすれば,それにもかかわらず彼らが南部支持を主張したとすれ 

ば，それは思想上の矛盾ではないか。彼らを駆りたてたところのものは一体何であったか。 ジョ、ハ  

ラ、ライトのょうなチャーデイ，スト,にとって好ましからぬ人物の北部支持への反感という事実ももち 

ろん考えられるところ't?あるが，奴隸制廃止の要求が「賃金奴隸」の鹿止と無関係にとらえられて 

いたところに，南北戦争にたいする労働者の複雑な感情があった。もちろん，チャ。ティスト運動 

の末期の代表的人物，アーネスト • ジョ一ンズは， リンカーンの主張の熱烈な支持者であったし， 

やはり问時代の傑出したチ'ャ一ティ.ストであ.る.ジa リ，ア ハ 丄 (Julian H a r n e y )や老オ。ェ 

ン主義者ロイド . ジ3 - ン ズ （Lloyd Joneかにしてもほぼ同様であった。従づ^:簡単に割り切るこ 

とはいずれにしても危険であるが, f うした南北戦争をめぐるイ辛: リス労働者階級の分裂状態は， 

産業資本内部の対立とも照応していたことが重要である。その興味あるひとつの例として，のちにジ 

•ヨージ，ポツターとともに, 「ビー . ハイグ」.の編集に当づたジョ一ジ• トラウプ (George Troup) 
の活動をあげておこう。

オブライエンゆ，アメリ力独立宣言の意義について，つぎの

注（11) Royden Harrison, Before the Socialiats, Studies in Labour and Politics, 1861—1881. London, 1965, p. 55,

注（1勿熱烈なチャーティストのひと .り，ブロンタ 

ようにのベている。

「1775年のアメリカ革命は，. 世界にとれまであらわれたもののうちで，もっとも完全な革命である。それは政府 

が，民主的共和国と呼ばれるに値するほどに, 諸州をして選举権が拡大されたからである。いずれにしても,そ

れは，'，これまで存在することが知られたなかでは，もっとも完全な種類の、政府である.........しかしながら,.ア八リ

力の人民は，急速に窮乏と奴隸制のなかk：おちいり■つつある• ’このような下向きの邊歩の考えられる理.山は実に 

さまざまであるが, •“…純粋な理山は邪恶な財産制度であづて， ■それは,財産を不正腔に蓄積し且つ移譲す 

ることを宥すものである。：̂775年は, ……たんなる政治取命であった……ム -
ここには，当時，労働者嗥級が全く選挙権を与えられていない状況のもと'でのアメリカの制度にたいする致 

美，共感，しかしそれにもかかわらザ; 選挙権の獲得* たんなる政治上の変革のみでは，少しも問題の解決になら 

ないこ i  を評えX いる点,が印象的である。（Max. Morris, From Cobbett to the Chartists, 1815—1848. London, 
1948, p. 162). •

〈1 3 ) モ•■••トンとテートの「ィギリス労慟連動」 （A. L. Morton and George Tate, The British Labour Movement, 
1770-1920, London, 1 9 5 6 )は，すぐれた啓輩書で务るが，こ間題について，やはり一而的な叙述じかみられな 

い (ibid., p. 114)。また， G. D. H. Cole, A Shdrt History of the British Working Class Movement はほ.とん 

どこれにふれていない， また F o n e rも、 「ィギリスの労働者は，南北戦争に際して,原棉の不见の結果としてお 

こった操業短縮，失業，航餓にもかかわらず，政府の南部支持の政策と戦争そのものへの干渉p たいして，北部 

を安持しはげしい示威運動を.行った」.とのべているのみである。(Ph.ilip S. Foner, History of the Labour M6ve- 
.ment in the United States, From Colonial Times to the Founding of the American Federation of Labour, 
Now York, 1962, pp. 312—317)。  ̂ .

<14) A. S. Sehoyen, The Chartist Challenge, A  Portrait of (Jeorge Julian Harney, London, 1958, pp. 258—60.
' ‘ ■ 9  * r*
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ジャーナリストとして， リヴブ’プール，グラスゴウ知よびべルファーストなどの海運業に密接に

関係し，その業界新聞の縮集にたずさわっていた.トラゥプは，熱烈な福音派のキリスト教徒であり，

かねて同派がその財政的窮状を救うために南部に伝道した際の民衆の熱心な反応から，南部に同情

的であったが，とぐに海運業界との結びつきこそは, 彼をして，北部共和国にたいする憎悪に追い

やったのであっも。1860年まではアメリカの船舶業は，捕鯨船として利用される程の小規模のもの

にすぎなかったが，南北戦平がほじまる前後から急速に力を蓄え，イギリス海運業に大きな打撃を

あたえ，その没落を招来するほどにまでな!J fk。こ^ ようにして，南北戦争のイギリスへの影響は，

イデォロ命一の問題であるよりはむしろ，経済的利益と結びついた感情的な問題としてあらわれた

めであって，1862年 1 0 月，グラッドストンが，どれに午渉を加えようとした態度0 哿後には,北軍

の勝利そして北アメリ力合衆国の主導のもとにおけるアメリカの統一が結果する大英帝国のへゲモ

ニーベの挑戦という産業資本の危惧が濃厚にかくされていたといえるであろう。だが，それでは,.南

北戦争に対する態度は，労働者階級の場合，南部に同情的であったかといえば，決してそうではな

ぐ，ここに両者ほ複雑な絡み合いを示すのである6 1 8 6 2年，英国政府の干渉的態度が露骨になるに

つれて，戦-争反対の立場から，そしてまたリンカーンの奴隸靡止のスローガンの国民全体への浸透

につれて，労働者階級の世論は，主流として北部支持が压倒的となるに至った。62年には,労働者階

級は 5 度の北部支持の集会をもち，63年には65の抗議集会が開かれたのであったが,戦争によるア

メリカからの棉花の輸入の杜絶による北部繊維工業地帯の貧困と，それがアメリカ憲法に違反:して

叛乱をおこした南部諸州の行動の結果であるという認識が強まるにつれて「いや，むしろイギリス

にこそ内乱を！ j CNeVer! We should have a civil war in E n glan d )といヽう感情か，_支配階級の南部

支持の強化とともに，労働者階級を決定的に北部の側に立たせることとなった。かくしてマルクス

ものべてているように, 「18世紀において，アメリ力の独立軟争が, ョーロッパの中産階級にとっ

て警報として響いたように，19世紀においてはアメリ力南北戦争は， ョ 一口ッパの労働者階級にと
(18)

って警報として響いた」のである。もちろん，南北戦争のイギ小ス抬よびョーロッパ労働運動への 

影響を過大に評価することは慎しまなければならないが, この戦争が，•ポーランド独立闘#•とともに 

第 1 インタ一ナショナルへの途を開いたものであり，これは同時に，イギリス產業資本の親権に挑 

戦すべき新しい強力な敵手としT のアメリカ合衆国の将来を, イギリス•ブルジョアジ一に深刻に 

意識せしめたことに画期的な意義があり，マルクスの「経済学批判体系」の形琪における•「世界市 

場丨という認識にも何程かめ貢献をなしたものと考えることができる。すなわち，その影響は，労

注（15) Roydon Harrison, ibid., p- 61.
(16) . J, H. Clapham, An Ec6n0mic History of Modern Freo Trade and Steel, 1850—1866. Cambridge, 1963.

pp. 65 ff‘ ' *
(17) Harrison, ibid,, p. 66. Clapham, ibid., pp. 238*
(18) Karl Marx, Das Capital, Bd. I, Eirilcitung, r資本論j 長谷部訳（W木版) 笫一部上脱(舰 7年）竹頁。
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i如o年代におけるイギリ大努働運動と労使関係.
働の側にとって重耍であり，複雑微妙な陰影を投じたのであったが，資本の侧にとづてもまた苋逃 

すことのできない重要な意義をもっている。しかしここでの主題として，労働運動との関速という 

点において，南北戦争から第1 インターナショナルの成立を顧みるとき，いま少し分析を深める必‘ 
要がある。

i8 6 3年 3 月 2 6 日, まさしく， 1 年後の 64年 9 月，_ 期的な第1 イソターチシ3 ナルの創立大会 

が開かれ.1る前め年, . .セ.ント* ジヱィムズ.• ホーノレにおいて，北部支持のための集会か開かれたか，. 
この集会は，南北戦争に対するイギリス労働者階級の一般的態度を表現した点において重要な意義 

，これr 参加した人々のなかに，のちに第1 インターナシオナルの結成において近
(19)

があるとともに

要な役割を演じ, いわゆる実in主義的社会学者としての進歩的な立場から，マルクスと親交を結んだ /20)
と.ころのビーズ.リ 一 (Edward- Spencer B eesley)をはじめ，.ジヨ一.ジ•スポック-- ， 'ン'ヨンパ.:フ.■フづト
およびカール• マルクスらの当時の代表的人物が参加していたととは, まことに印象的である。す

でに指摘したように，ポッターは,トラウプとの関係そして根本的ほジャンタとの対抗閨係から南

部支持であったが, 政府め干渉政策に対する反対という視点から* 北部支持との対立点を曖昧にじ，

ブライトおよびビーズリーとの間に微妙な差異を示すに至った。ブライ卜は，労働運動を政治的改

革運動とめ関連において把握していたところから，議長としてきわめて大きな政治力を発揮したが，(21)
注目すべきととは，マルクスが，このブライトをきわめて高く評価していたことである。もちろん，

注（19〉 Gillespie, ibid., p. 215.
( 2 0 ) 19世紀のイギリス労働運動を語る場合に，人はビ一ズリ一教择 (Edward Spencer Beesley) の名を忘れるこ 

とけできないであろう。彼は，1831年，ウースター州のフエッグンハムに生まれ，熱烈な福音主義者ジ土 —ムズ . 
ビ—ズリ一の子として敬虔な宗教的な絜囲気の家庭に人と成った。28歳の若さで，ロンドソ大学， ユT バースイ 

ティ . カレッジの歴史学教授となったが，歴史的なロンドンの建築エのス^ ライキが行なわれた1 8 5 9年，ロソ 

ドンに住んでいた。彼はォ一ギュスト . コントの影響をうけた実証主義者（P ^ it iv b t )として，労働間題に異常 

な関心を抱き，！>0'€；や /1'11€；にも接近し，ジャンタのメンバーであるオッジアやアップルガースとも親交もあ 

り，また第1 インダ一ナショナルの創立大会の司会をつとめ，これによって，マルクスとも相識ったのである。 

労働連動のよりよき理解者，「瞵_ 的な実証主義者，岡う教揸J (militant Positivist and fighting Professor) と 

して知られるに至った。彼の労丨勒運動への貢献は大きいが，ジャンタには批判的であったが，AS  P J  (合问火 

エおよび指物師組合）の名誉会員となった。当時，労働運動に影響を及ぼしていたキリスト教社会主義渚にたい 

しても批判的で‘ った。南北魄争には北部支援を叫び, I 8 6 7年の選#法改芷においてはブライトを支持して述 

動したことはよく知られている。 彼の行動が過激で , 労働者階級に同情的であったところから， しばしば#難

, をラけたが厕せず，また一方，労働者代表と,して，また丨丨丨山棠の代弁者として，上院と取引して刑法修正法案を 

作成したハウエル（George H o w e ll)や々ンデラ(A. J. M u n d e lla )の偽除を暴露したのであって，パリ.コンミ 

ューンの際にもこれを擁護したことは知られている* なおくわしくは，Royden Harrison, Professor Beealey and 
the Working-class Movement (Essays in Labour History, In Memory of G. D. H. Cole 25 September 1889 
—14 January 1959, edited by Asa Briggs and John Savillo, London, I 9 6 0 )を参照。

( 2 1 ) マルクスは，この当時，エンゲルスに宛てた書油のなかで，ブラ; トのことをづぎのように書いている。1わ 

' たしは，ブライトが労働組合を先职として行っているところの会合に出席した。彼は全ぐ独立派の相貌をもo
ているのです。**アメリカ合衆国では，茁様もV なければ* .僧正もいないJ とそう云ったとき.は，■実にはげしい 

拍手がわ含おこりました」（Mai*x and Engels in Manchester, London 9 April 1863, Marx/Engels, Werke, Bd. 30, 
S. 342).

—    2.1 * *
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マルクスはこの会の開催において直接の貴任を負うもq ではなく，またこの当時， ブライトを知ら 

ず，イギリスの労働組合主義とも相識らなかったといつてよい。またビーズリーは，ブライトと親交 

を結んでいた之しても，この時点ではマルクスを知らなかったといわれる。こうしたなかで,多く 

の労働組合主義者や急進主義者に交って，マルクスがこの会合に出席していたことは事実であると 

しても，彼がこの集会でどのような役割を演じたかは明らかそ'はない。但しこの集会への出席が， 

々ルクスをして第1 インターナシa ナルへの積極的参加，そして文字通り，国際的労働運動への参 

加への直接の契機となったかもしれないとすれば，その重大な意義は充分に認識されてよいのでは 

なかろうか。t  くに最後に行なわれたビーズリ一の演説は，. 奴隸解放（民族解放運動や一環)と労働 

組合運動そして政治改革運動との関連について，その 3 者め有機的関連についてふれるとごろが多 

い。 しかしこの演説について, マルクスは何らQ 言及をしていないのは何故であろうか。要するに 

1861年の南北戦争の勃発とその影響’9 イギリろへの波及と労働運動内部の矛盾の表面化,じうした 

なかで, 政府Q 戦争介入の傾向が濃厚となることによって, 労働考階級の世論は反政府的どなり、

ここに 6 3 年の抗議集会の成立となったのであるが，同時にこれはポーラソド独'立闘争や普通選挙 

権獲得連動ともならんで，イギリ.スの社会および政治状況をきわめて不安なもQ とし,このなかで 

とくに積極的な活動交行なっていた労働組合主義者にたいする警戒の姿勢が次第に強冷られる霉至 

ったことである。これらの内外の政治的事件を背景とする政治改革運動と労働組合連動の関連p そ 

は，6 8 年のT U C 成立の重要な条件であり，これによってはじめて，71年の労働組合法成立への途 

が切り開かれ, 「労働代表j の選出とも相まって，イギリス労働者階級は真に自立的な勢力としての 

地位を確立したということができるのである。すでにのベたように，1849年から 5 2 年にかけて活 

動 し た 「議会および財政改革委員会j は,北部ランカシアおよびヨーグシア地方の大資本家および 

製造業者をも含むところの中産階級的な急進主義の団体であったが，具体的な運動の過程で大衆の 

支持をうるこ^ :ができず，55年頃には没落する。その後にジa ン • ブライトの指導のもと^バー 

ミンガム地方を.中心として世帯主選挙権（household suffrage)を掲げて運動を展開するの■であるが，

これ以後，政治的改革運動は，大きくわけて二つの流れに区別することができるのであって,ひとつ 

は，いうまでもなく，ブライトを指導者とし, 都市選挙区における世帯主選举権,地方逡举区における 

ポンドの納税義務者に対する選挙権の賦与, 議席の两配分および無記名投票（household suffrage for 
boroughs, a ten-pound suffrage for counties, redistribution and the b a llo t )を目標とするとこ■ろの中産

階級的な運動とこれよりはるかに急進的で，まさしくチャーティズムの伝統をうけつぐ労働者階級
f?Q)

を主体とする運動と.して，男子普通選举権を. 的としていたところの流れである，ところが問題は, 
との両者がしばしば交錯し，機M的に分離できない性格をもっており，全体としてブライトのよう

注（22〉 The Bee-Hive； Saturday, March 28th, 1863, Great Meeting of Trade Unionists, Nepfro Emancipation: 
Professor Beealey^a Speech* (R； Harrison, ibid, pp* 72—77)。 '

(23) Gillespie, ibid., pp. 147-153.
  1 2  — *
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な中産階級的なラディカルの指導とその影_ 力が大きく，アーネストノジョー'イズのようなチャー 

テイストも，「讓会および財政改革協会」に対しては対決の姿勢をとりな^ らも，ブライトの指導のも 

とにおける急進主義運動とは妥協の途を選ばなければならなかったことがらも明らかであ| 。その' 
理由は, P F R  A が，主として北部エ擎地帯の大資本家を中心としてト一リー的政治支配に対する 

純粋にブルジa ア的な抵抗の傾向を強くもっていたのに対し，ブライトの連動は, マンチ :c スタ十の 

ような大資本家の都市ではなく，また貴族的な俗物主義からも自由なミッドランド*工業都市バー
(25)

ミンガムにおこり，労働者階級をはじめ広汎な中小市民階級をひきつけていたところに,その特色が

存在したのである。かくして労働者階級と急進主義者との間の関係は急速に変化の兆候があらわれ

たO であって，たとえばそれは, 18的年の総選挙における急進主義候補者にたいする支援運動どして

あらわれた非選挙権者O 運動においてみることができる。60年代における労働者階級の議会改革®:
，動への関心.を具体化したところの. 「リ一ズ労働者議会改革協会」’ (Leeds Working Men's Parliamentary1
Reform Association)は，：やがて6 4年 に 「国民改革同盟」（NatiGhal:Reform U n ion )と_なる■めであるが，

しかしそれ.はあくまでも世帯主選挙権め枠を出ることがで、きず，これに対する労働連動の批判とし

て，■男子普通選挙権を主張する「改革速盟J (Reform League)、の結成が独立の労働者の組織とし.て .
結成されたのセあるが，この両者の競合関係のなかで，協力関係が生まれ，現実的な政策として，

⑶)
世帯主選举権の獲得を肖面の目標とするに至った。しかしこの両者には妥協関係と，緊張関係とが 

交錯し，この両者の競合関係のなかで67年の選挙法改正が成立するのであるが，この点について，, 
簡単に考察することにしよう。 '

1860年代の政治改革連動は，チャーディスト運動め六ケ条の要求（Six P o in ts)のうちの2 つ,す
. ■ . - . . • ' . ■ ' ■ ' ■

なわち男子普通選挙権’(universal manhood suffrage)と秘密投票（Vote by ballot) に焦点がしぼられ

ていたのであるが, 改革連盟は庄倒的に労働者階級の団体であり，国民改革同盟が中産階級によって

指導岑れ, その会員も大部分中産階級のラディカルズであったp とは対照的であった。' もちろん，こ

の二つの団体，は突如としてその旗色を鮮明にしてあらわれたのではなぐ,前史ともいうべきものを

もっており，とくに.労働組合運動に対する強い関心と結びつきを示したことが特徴的である。たと

えばすでにのべたコーェシに率いられる北部改革同盟は, 彼が経営する新聞「ニューキャヌル. ク
(29)

ロニグルj を通じて炭坑労働者や製鉄工に強い共感を示していたが, より純粋に，労働者階級の四

注（24) John Saville, ibid*, pp. 62—76- 
バ25) Gillespie., ibid., p , 146. ご ，

(26) W. L. Gutteman, The General Election of 1859 in the Cities of Yorkshire, A Study of Political Behavior 
and the Impact of the Reform Agitation (International Review of Social Hiatory, II〔1957〕Pt. 2.)

(27) 67年法の獲得のために，まこと1こ画期的な役割を果したこの2つの団体の綱領その他につV.、ては , Cole and 
Filson, ibid., p. 5的• を参展L .

(28) Trygve Tholfsen^ The Transition to Democracy in Victorian England (International Review of S<idjd H ia' 
lory, 1960, Pt. 2)

(29) The NetvcasUe Chr6nid^ March 12,1858.
•"j, 1 " lo  ■— **

撕減鄉酿靡踩热■ 游傲h输嫩辦雜鄕だ凝縦後雜纖繞徽辦獅4纖贫應織鑛鄉微鱗裳徐泳懿驗膨搬縱游^ ^ 靡旁雛德辦r權齡对辦サ相成^^^
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体として男子普通選挙権を主唱したのは，1862年に結成されたr普通選挙権および無記名投票協
<30) .

会』(Manhood Suffrage and Vote by Ballot Association)で，..ロンドンの労働組合によってつ.ぐられ，

従って.L T 0 と密接に関連し, これが発展的に解消し，より広汎な組織として全国改革速盟が結成さ

れるに至った。一方，全国改革同盟は，禅帯主選挙権の獲得を主要な0 標とし，そめ綱領および運

動方針は，改革連盟とは微妙な差異を乐している。ところでこれとならんで，政治改革の団体とし

て注目すべきは .「ロンドン労働者協会」（Lortdon Working Men's Association)であって，これは,..ジ.ョ
— ジ‘ポッターおよびロバ一ト• ハ ー トウ* ルによって支配され， ジャンクおよびL T C の影響のも

とにあった改革連盟とは対抗的な関係に立ち，後者が，チャーティスト運動の目標を部分的に継続

しようとするものであったのに対し，それは,むしろその伝統を全面的にうけつごうとしたという 
* (31)

点においてまととにユニークな地位をしめている。こ うした運動主体の構造の分析を通じて，われ

われは, これらの政治運動が, 徹底的に中産階級の急進主義者を構成メンバーとし，財産保有を中

•心とする選挙権資格を基調とするブルジョァ急進主義の運動を右派とし，中間に労働者階級を主要

なメンバマとし，労働組合運動と不可分な関係に立ち，労働組合主義者の指導が圧倒的な力をもち

:ながち, ブルジョア急進主義の浸透をうけているところの改革連盟そして左派として,ロンドン労

働者協会の労働者急進主義を見出すことができる。だが，この3 者がそれぞ;h 均等な勢力としてそ

れぞれの要求を掲げて政府に迫ったわけではない。改革連盟が，圧阖的に労働者階級の団体である
.

•_ « ■■ ■ ■   ,

「英国人民への北部改革同盟のよびかけ」 (Address of the Northern Reform Union to the People of Great 
Britain and Ire la n d )のなかの一節に,っぎのような印象的な文句がみられる。 r数首万人を犠牲^;しで少数の 

者が富むということ，そしておそらく独占されるところの名替と役得のあらゆる源泉を貴族が独占的に所有する 

というとと，他方；すべてのものをつくり出すところの勤労大衆は，まことに踏み車にしばりつけられた人々に

似ている.......j (Cole and Filson, ibid., pp. 519—520)
，注 (30) ifeyHo/cfe’ Mswsjjajwr, Novertber 2 3 , 1862• 「普-通選举権および無記名投票協会j のよびかけは， 労働者階級 

の苗悩を，っぎのように表現してぃる。それは,労働組合を迤軸とする労働者階級の政治団体であることを如実 

に示しているといえよう。 ノ

rこの国の熟練労働者（skilled a r t i s a n )としてのわれわれおよびわれわれの地位は， われわれに， も.しそれ 

:か賢明に行われさえすれば，あらゆる方面で,.わが同胞の勵く大衆の利益を大いに促進するところのひとつの力 

(an in flu en ce)を与える。ごれまで，われわれの努力は，ひとつの邪悪の餘去のみをR ざして払われてきまし

た。 しかも，われわれかそのもとに舍しんでいる邪悪は共通の起源----- す̂なわち，よ.り高い社会的地位をもつ人々

の手に，あまりにも多くの政治的権力が集められていることを,忘れg り，あるいはわずかに少しばかり想い出し 

たりしてい,るのである。……われわれの忠告は，労働時間を短縮したり，锊金のひき上げのために団結するより 

.ももっと強く団結しなければならなぃ。だがゎれゎれは，•ゎふ労® 沿善‘ ； C i ぅ• と‘ L /Cり. , ib 
会的な13的から逸脱させようとするのではないのであって，あくまでもわれわれが市民で'羚り，そのようなもの 

•として，市厌権をもつべきであるということを忘れてはならない」(Cole and Filson, ibid., pp. 323—324) (但 

し，傍点は引州渚)，

，(3D The Dee-Hhe, A u g u st1 8 ,1 8 6 6 .レンドン労働渚協会は，その圬的において，他の现存する団体とは本質的 

に興なる。 それはたんに政治的団体あるいは穷働組合というのではなくて， その特微の一部をもって，' それは 

.これらの組織のいずれかが到達しうるよりもより広い匍域を色括するのである… (Cole and Filson, ibid., p. 
七4<3>。労働組合と政治組織の統一体を借想t ていたととがわかるa それはまさしく，ポダタ一の主張にみるよう 

i こ，チャーテイ.スト巡動の伝統をうけつぐものであった。

r
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としても，それが，労働組合運動の指導的な人々とこれに同情的なラディカルの運動である限り，

チャーテイストがその独立性を誇ったようなものとはなりえず，運動を展開するために5 ,0 0 0ポソ 

ドの資金を拠出する•ことを約束するという進歩的な自由党員（advanced L iberals)との妥協的な性格.
(32) ’ ン . . . . . . .

をまぬがれながった。従って労働者階級的な改革連盟にしても，中産階級をもっ•て構成される改革 

同盟にしても，富裕な製造業者の同一人物が双方の団体に同時に加入し,両者ともこのような階層に
. . . . .  i

財政的な支援を求めていたところに実は大きな問題が存在した。1866年早々に，ラッセル：= グラヅ

ドストンの選拳法改正案が議会で討論され彳次第に選举法改正運動の気運は濃厚となったが，それ

によれば，都市においては7 ポンドの評価額の家屋および1 0 ，ポソドの借家人にたいして，また地

方においては1 4 ボンドの居住者にたいして選举権をあたえるというものであり，1848年以来，自

由党政府によらて提出されたいかなる案より％きびしいものとされ，それが労働者階級に与えた失

望もまた大きかった。しかしアーネスト：• ジョーンズのよ1 な強硬派を除けば，改革連盟はこれを

うけいれる傾向にあったが，その理由は，財政的な危機による妥協と考えられるのであって，むし

ろ自由党政府案を差持することによって，選挙法改正案自体を葬り未ろう与する保守党に対する警 •
戒的な意味をもづていたと同時に，競合団体としての改革同盥が,.ブライ卜を先頭とする中産階級

的急進主義運動によって，政治改革運動の主導権が奪われることを恐れたからにほかならなかった。 ；.
これを示す証拠として，改革同盟に対してはもちろんのこと，ジャンタニ:P T C に対して強烈な対

抗意識をもっポッターのP ンドソ労働者協会（L W M A )でさえも，これをうけいれなければならな

かったからであ | 3! かくしてロンドンを中心として, 2 ヶ月にわたって労働組合を中心とする大衆 ご

的な示威連動や大衆集会が開かれ， ビーズリー教授， トーマス• ヒューズ，クリーマーおよびブラ

ツドロ一などの進歩的な知識人のよびかけ.が行なわれたのであって，この間4 ヶ月にわたってこの

法案は議会において審議され，その結果として自由党を分裂させる結果となったのである。そ の 結 果 •
としてラッセルニグラッドストン内関は総辞職し，保守党のディスレ一リ一が登場し，実にこの保守

党の手によって186?年の選挙法改正は実現されるのであるが，この6Q年初頭から6 月までのイギ

リスの階級状況と政治状勢は, およそっぎのように要約する乙とができるであろう。. ①自由党の意 .
図が保守党に対し機先を制し，労働者階級に部分的で且っ制限されたものであっても選拳権を与え

ることによって，自由党の政治的靼権を確立L ようとする，いわゆ夸「上からの改革」の路線の敷

設にあったが，同時にそれは，中産階級のラディカルおよび労働者階級に対する譲歩によって，と

くに労働運動の激化を未然に防止しようとするものであった。，②っぎに，労働者階級の側，つまり

改苹連盟の立場からすれば，競争的な団体としての改革同盟どの対立• 競合関係によって，その本 ..
来の主張であるより徹底した男子普通選举権の獲得を断念しても，妥協せざる耷えなかったこと， .
③改难同盟としては, 政府案そのものがかなり要求に近<：, 保守党の圧力および自_党内布派によ

注 (32) R, Harrison., ibid.，p. 80*
(33) Gillespidi ibid., p. 261‘
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って压しつぶされることをおそれ，改革連盟との共同行動を要求していた《>

しかしながら, この法案をめぐって自由党が分裂し，民主的な進歩を要求する派とあくまでも階

級および財産に® 礎をおくところの政治制度を固執するセクトとの間の分裂が決定的となり，まさ

しく後者は, こめ法案を廃案とすべく保守党と協力したのであった。 6 月，自由党政府は総辞職し，

とれに憤激した大衆は，改革連盟および改革同盟を中心としてはげしい，しかも巨大なデモンスト

レーシa ンを敢行し，これによって, この両者め統一行動が実現するという大きな成果をおさめ，

やがて，保守党をして6 7年法を譲歩せしめる大きな原動力となった。しかし，ともすれば， 6 7年
法は，労働者階級の圧力，すなわち，改革連盟による労働組合員および中産階級のラディカルの組

織としての改革同盟との共同闘爭によって容易に獲ちとられたかのような安易な錯覚を生■み出す。

しかしそれは事美に違背している6 自由党政府の退陣以後の改革連盟の分裂以後，すなわち，66年
7 月トラファルガー広場における大示威運動につづくハイド• パークにおける大'集会開催の計画は,
はげし、、弾压をもって抑圧され, ■かのチャーティスト運動における4 8 年のゲンニングトン広場で

(34)
の大集会を想わせるものがあり，まさしく暴動の危機的状勢に政府は追い込まれたのであった。し 

かもこれと同時に，突然のはげしい恐慌があらわれ，凶作，コレラが相続き，失業と賃金切り下げ
' (35)

が政治改革運動と結びつくことによって，保守党への庄力は一層強まづたのである。このような®
窮の状態が6 9 年までつづくのであるが，改革連盟を中心に全国的規模で展開される政治的改革連

(36) .. •

動と労働組合運動との結びつきのなかで，「連合主国労働組合連合J (United Kingdom Alliance of
Organized Trades)が結成されるのであるが，これこそ， T U C の母胎となったところの組織であり， 

この労働組合員が，改革連盟の中核をなすことによって運動を盛りたk ，芰配階級に深刻な衝撃を 

与え，ディスレーリ一は譲歩せざるをえなかった。「労働運動における政治と経済」め結びつきを， 

このとき保守党内閣は痛感したにちがいない。労働市場の成立と労働組合組織の事実上め存在にも 

かかわらず，徹底的な弾庄がとれに加えられなければならなかった理由がここにある。そして，そ

うした蹿庄の体制強化に対応するところの総資本の結集に対抗して，総労働の集中的な組織体とし
. .  ■ •

てのT U C が必然的にあらわれざるをえなかったのである。しかしT U C ほ，とうした政治改革運 

動のみを媒介にしてあらわれたのではなく，まさしく経済的な背景，勞働組合運動と労使関係の発 

展の過程として，すなわち政治運動との有機的関連のもとに出現したのである。

注 (34) R. Harrison, ibid., pp. 82-84,
(35) Harrison, ibid,, pp. 85—86. Gillespie^ ibid” n- 265-
( 3 6 ) 國期的なハイド• パーク集会の意義については，R. Harrison, ibid” pp. 82 f t な お Cole and Filson, ibid. 

pp* 541-544,
(37) Gillespie., ibid., pp. 274-275- ,
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法人税帰着のクロス•セクション分析

— 集 中 度 • 利潤率比モデル：K i l m t r i e k モデル一

古 田 精 司

(1 ) ま え が き

現代経済の主要特質の1 つに寡占市場の拡大化が拳げられ，また寡占市場の特貧がかかって巨天 

企業の市場支配力に求められるとき，法人税転嫁の起動力を企業の’市場支配力ないし独占力に求め 

ることは，帰着分析の進むべき当然の一方向を指し示すものといえよう。

キルパトリヅクの観点は，法人税の転嫁度はかかって企業の独占力に依存するから，独占力に恵 

まれた企業はそれだけ，より税負担の転嫁を果しうるとみるところにある。かれの関心は法人税の , 
短期的前転にあるため, 法人税率の引上げに直面した企業は，’それに対応して製品価格を引上げる 

ことにより課税前利潤の増大を図るという局面に焦点があつめられることになる。しかし転嫁が行 

われるためには，増税以前に当該企業がなんらかの理由により利潤極大化行動をとっていなかった

がため, 増税により利潤極大化への誘因が与えられたとする前提がなければならない。そこで転嫁
ト.

が生じていたとすれば，増税前後の産業利潤率は当該產業の独占力とプラスの相関をもっているば

ずである。この极説を検証するため，ここでは産業間の利潤率変化を規定する諸要因を独立変数と

したクロスセクシa ンによる多元回帰分析が試みられ, 独立变数の1 つとしての独占力（集中度)
が利潤率変化に対し高度に有意であるとしている。すなわち，これにより導出される結論は法人税

の短期的前転の取説支持にほかならない。

かれの分析では，転嫁モデルの理論構造なり統計的推定の手続きのうえで，異論をさしはさむべ .
き余地が少なぐないが,帰着分析の接近法が幾多示されたなかで最もユニークなパタ 一 ンをもづて

いるという点で, 検討と評価を惜しむべきではないと考えられる。そのため,ここではかれのモデ

ルとアメリカに適用されたその推定結果とを紹介するだけでなく,わが国についての推定結果も加
(1)

え検討し，批判的吟味を下してみることにしたV V
注（1 ) キルパトリックの論文は，はU め に r短期的前転と独占力の関係j として法人税転嫁の理論的側面から論 

じ, つ ぎ に 「検宠と抑丨定の方法」 として転嫁の実証的侧面での間閱点を整理し最後に「転嫁の証左J として 

アメリカ製造業を対象に法人税転嫁度の抽丨定を試みている* そのため論点がかなり拡六されているので，’それ 

• なりの整理を必迪とした; - かれの論旨の詳細については，扪 lpatr!(?k〔10〕を# 照，

~ 一一, J  - ~ — ___
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